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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 
 
１．機関内規程 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合する機関内規程を定めている。 
 □ 機関内規程を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 機関内規程を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「動物飼育室の利用マニュアル」、「動物実験計画書における

実験実施期間の取り扱いについて」、「埼玉大学における災害対応マニュアル（実験動物関連）」、「両生

類及び魚類を使用する動物実験等に関する申合せ」、「発がん物質等危険物質を用いた動物実験に関す

る申合せ」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
環境省の「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（以下「飼養保管基準」という。）、

文部科学省の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」（以下「基本指針」という。）

等に則って、「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」（平成 19 年 8 月制定）が適正に定められている

ため。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 

 
２．動物実験委員会 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合する動物実験委員会を設置している。 
 □ 動物実験委員会を設置しているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 動物実験委員会を設置していない。 
２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「埼玉大学動物実験委員会名簿」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
飼養保管基準及び基本指針に適合した動物実験委員会が置かれているため。 

４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 
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３．動物実験の実施体制 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制を定めている。 
 □ 動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 動物実験の実施体制を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「動物実験計画書」、「動物実験（変更・追加）承認申請書」、 
「動物実験報告書」、「飼養保管施設設置承認申請書」、「実験室設置承認申請書」、 
「施設等（飼養保管施設・動物実験室）廃止届」、「飼養保管数報告書」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」に動物実験の実施体制等が定められているため。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 

 
４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 
１）評価結果 
■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めている。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めていない。 
□ 該当する動物実験を行っていないので、実施体制を定めていない。 

２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「国立大学法人埼玉大学遺伝子組換え実験実施規則」、 
「国立大学法人埼玉大学放射線障害予防規則」、「発がん物質等危険物質を用いた動物実験に関する申

合せ」「病原体等を用いた動物実験に関する申合せ」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
遺伝子組換えを伴う動物実験では、動物実験計画書の承認と併せて、遺伝子組換え実験安全委員会の

承認を必要としており、適正に実施されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 
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５．実験動物の飼養保管の体制 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
「飼養保管施設設置承認申請書」、「実験室設置承認申請書」、「動物飼育室の利用マニュアル」、「埼玉

大学における災害対応マニュアル（実験動物関連）」、「動物の逸走・感染症等発生時連絡網」、「定期視

察結果」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
動物実験委員会では、「飼養保管施設設置承認申請書」によって申請された飼養保管施設について審査

を行い承認する体制をとっている。また、定期的な視察により飼養保管施設の点検を行っている。 
飼養保管施設毎に「動物飼育室の利用マニュアル」を定め、利用者には教育訓練にて内容を説明し、

マニュアルに基づき運用することを徹底している。また、「埼玉大学における災害対応マニュアル（実

験動物関連）」では、緊急時における対応方法を定めている。動物の逸走や人獣共通感染症への感染な

どの事案が発生した場合の連絡体制も構築されている。 
また、令和７年度には、兼ねてから改善事項としていた魚類・両生類の「動物飼育室の利用マニュア

ル」を定めた。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 

 
６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 
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Ⅱ．実施状況 
 
１．動物実験委員会の活動状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
（１）動物実験委員会の開催日時及び審議内容の記録 
（２）「動物実験計画書」、「動物実験（変更・追加）承認申請書」、「動物実験報告書」、 

「飼養保管施設設置承認申請書」、「実験室設置承認申請書」、「施設等（飼養保管施設・動物実験

室）廃止届」、「飼養保管状況報告書」の調査・審議内容の記録 
（３）動物実験教育訓練開催報告書 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
上記の審議等は「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」に即して行っている。議事録についても、適

切に保管され、メール審議の際、各委員からのコメントを委員全員が閲覧し共有する体制も整ってい

る。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 

 
２．動物実験の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験を実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
（１）「動物実験計画書」、「動物実験（変更・追加）承認申請書」、「動物実験報告書」 
（２）上記に対する動物実験委員会での審査内容の記録 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
各実験責任者から一年ごとに報告を徴収して委員会にて実施状況を確認しており、「国立大学法人埼

玉大学動物実験規則」に即して適正に実施されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 
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３．安全管理に注意を要する動物実験の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、当該実験を適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
 □ 該当する動物実験を行っていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「国立大学法人埼玉大学遺伝子組換え実験実施規則」、「発が

ん物質等危険物質を用いた動物実験に関する申合せ」、「病原体等を用いた動物実験に関する申合せ」

「動物実験計画書」、「動物実験報告書」、「飼養保管施設設置承認申請書」、「実験室設置承認申請書」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
遺伝子組換え実験安全委員会との連携のもと本学の規則に即して実験が実施されており、大きな問題

となるケースは見受けられなかった。また、発がん物質等危険物質を用いた動物実験については今年

度実施されず、病原体等を扱う動物実験については本学ではこれまでに実施されていない。 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 
 

 
４．実験動物の飼養保管状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「動物実験計画書」、「動物飼育室の利用マニュアル」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
基本指針や各種の飼養保管施設利用マニュアルに即して実施されている。また、令和７年度には兼ね

てから改善事項としていた魚類・両生類の「飼養保管施設利用マニュアル」を作成した。 
４）改善の方針、達成予定時期 
これまで毎年度実施していた微生物学的清浄度の把握のための微生物モニタリングについて、令和７

年度においては設備の更新の都合により、実施できなかったため、令和８年度においては実施を検討

する。 
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５．施設等の維持管理の状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に維持管理している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
「動物飼育室の利用マニュアル」、「令和 7 年度動物飼養保管施設の定期視察結果について」、 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
動物飼育室を管理する科学分析支援センターにて、機器設備の更新計画や運用等の具体について検討

し、動物実験委員会にて飼養保管施設の適正な維持管理に向けた取り組みを進めている。担当教員（動

物実験管理者、飼養者等）による各飼養保管施設の状況確認等を行っており、令和７年度にはオート

クレーブの買い替えを行った。また、動物実験委員会による飼養保管施設の定期視察の結果、緊急に

改善すべき点は見受けられず、適正に維持管理されている。なお、令和 6 年度から魚類飼養保管施設

についても定期視察を行っている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
 

 
６．教育訓練の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「動物実験教育訓練開催報告書」、「動物実験室利用マニュア

ル」 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
教育訓練は、「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」に即して概ね適正に実施されているため。また、

令和４年度の実施分からは人獣共通感染症の項目を加えて実施されている。なお、令和５年度よりオ

ンライン形式により実施、教育訓練を受けた者が当該年度（年度末に実施したものは次年度）の動物

実験を行っている。 
 
４）改善の方針、達成予定時期 
教育訓練内容のより一層の充実化を図るため、今後も随時使用教材の見直し等を検討する。 
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７．自己点検・評価、情報公開 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
（１） 自己点検・評価・・・本自己点検・評価報告書を含め平成 22 年度以降の自己点検・評価報告

書について、埼玉大学のホームページにおいて情報公開済みである。 
（２） 関連事項の情報公開・・・「国立大学法人埼玉大学動物実験規則」、「各種様式」、「平成 21〜令

和 6 年度実績」、「埼玉大学動物実験委員会名簿」、「学外者による検証（外部評価）」について、埼玉大

学のホームページにおいて情報公開をしている。 
 
 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
上記の情報公開がなされているため。 
 
 
４）改善の方針、達成予定時期 
特になし。 
 
 

 
８．その他 
（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 
特になし。 
 

 


